
能美市公共工事の中間前金払取扱要綱

平成２０年３月４日

告 示 第 ２ ５ 号

(趣旨)
第１条 この告示は、地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)附則第７条及び地方自治
法施行規則(昭和２２年内務省令第２９号)附則第３条第２項の規定に基づく公共工事の
中間前金払の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象工事及び経費の範囲)
第２条 中間前金払の対象工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法
律第１８４号)第５条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のう
ち、１件の請負代金額が２００万円以上の工事とし、次の各号に掲げる要件すべてに該

当するものに係る経費とする。

(１) 工期の２分の１を経過していること。

(２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該

工事に係る作業が行なわれていること。

(３) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額

に相当するものであること。

(債務負担行為に係る特例)
第３条 前条に掲げる対象工事について、債務負担行為に係る契約にあっては、いずれか

の会計年度の出来高予定額が２００万円以上の工事を対象とするものであることとする。

この場合において、前条第１号及び第２号中「工期の２分の１」とあるのは、「当該会

計年度の工事実施期間の２分の１」と、同条第３号中「請負代金額の２分の１」とある

のは、「当該会計年度の出来高予定額の２分の１」と読み替えて準用するものとし、中

間前金払を行っている会計年度においては、部分払(当該会計年度末における部分払を除
く。)は行わないものとする。ただし、いずれかの会計年度において出来高予定額が２０
０万円以上であることにより、契約締結に当たり中間前金払を請求する旨の届出を行っ

ている工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わ

ないものとし、当該会計年度については部分払を行うことができる。

(中間前金払の金額及び割合)
第４条 中間前金払は、請負代金額の１０分の２以内とし、中間前金払を支出した後の前

金払の合計額が請負代金額の１０分の６を超えてはならないものとする。中間前払金額

は１０万円単位とし、端数は切り捨てる。



(中間前金払に係る認定)
第５条 市長は、受注者から中間前金払に係る中間前金払認定請求書(様式第１号)が提出さ
れたときは、第２条第１号から第３号に掲げる要件のすべてに該当するものであるかど

うか認定するものとする。この場合において、認定請求書には、能美市建設工事標準請

負契約約款(以下「約款」という。)第１２条の規定による工事履行報告書(様式第２号)を
添付させるものとする。

２ 市長は、前項の認定に当たりその進捗額について認定しようとするときは、約款第１

２条の規定による工事履行報告書等の資料(以下「認定資料」という。)により行うことが
できるものとする。この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等がある

ときは、その額を認定資料の出来高に加算し、進捗額として認定することができるもの

とする。

３ 市長は、前項による認定の結果、妥当と認めるときは、中間前金払認定調書(様式第３
号)正副２通を作成し、１通を受注者に交付し、他の１通を保管するものとする。
(中間前金払の支払の請求)
第６条 受注者が中間前金払の支払を請求するに当たっては、請求書に中間前金払に関す

る保証証書(正副２通)を添付させるものとする。この場合において、中間前金払認定調書
については添付を要しない。

(中間前金払の使途範囲)
第７条 中間前払金の使途の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機

械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、
修繕料、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限

るものとする。

(中間前金払と部分払の選択)
第８条 中間前金払の対象工事の契約に当たっては、中間前金払と部分払のいずれかを選

択させることとし、あらかじめ入札条件(様式第４号)等において明示するとともに、落札
後、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第５号)を契約の相手方から提出させる
方法により確認するものとし、その選択については、その後において変更はできないも

のとする。この場合において、届出書において、部分払を選択している場合には、約款

第３５条第３項及び第４項については削除するものとし、中間前金払を選択している単

年度工事については、約款第３８条については削除するものとする。

附 則

(施行期日)
１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則(平成２０年１２月１５日告示第１０２号)
この告示は、公表の日から施行する。



附 則(平成３０年３月２３日告示第３５号)
(施行期日)
１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

(経過措置)
２ この告示による改正後の能美市公共工事の中間前金払取扱要綱は、この告示の施行の

日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例に

よる。

附 則(平成３１年３月３１日告示第５５号)
(施行期日)
１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

(経過措置)
２ この告示による改正後の能美市公共工事の中間前金払取扱要綱は、この告示の施行の

日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例に

よる。



様式第１号(第５条関係)

中間前金払認定請求書

添付書類：工事履行報告書等

(注) 特定建設工事共同企業体にあっては、構成員のすべてが記名のこと。

工 事 名

工 事 場 所

工 期
着工 年 月 日

完成 年 月 日

請負代金額 円

上記の工事について、中間前金払の請求をしたいので要件を具備していることを

認定されたく請求します。

能美市長 あて

年 月 日

受注者 住 所

氏 名



様式第２号(第５条関係)

工 事 履 行 報 告 書

(監督員)
殿

現場代理人

工 事 名

工 期 年 月 日 ～ 年 月 日

日 付 年 月 日 ( 月分)

月 別 予定(変更)工程(％) 実施工程(％) 備 考

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月



様式第３号(第５条関係)

中間前金払認定調書

工 事 名

工 事 場 所

工 期
着工 年 月 日

完成 年 月 日

請負代金額 円

上記工事について、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる

要件を(具備していること・具備していないこと)を認定する。

受注者 住 所

氏 名 様

年 月 日

能美市長



様式第４号(第８条関係)

入札条件

１ 中間前金払と部分払の選択について

(１) 請負代金額が、２００万円以上の公共工事(債務負担行為に係る契約にあっては、
いずれかの会計年度の出来高予定額が２００万円以上の工事)の契約に当たっては、
中間前金払と部分払のいずれかを選択させるものとする。なお、この選択につい

ては、落札決定後に届け出るものとし、その後において変更することができない。

(２) 債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度において出来高予定額が

２００万円以上であることにより、契約締結に当たり中間前金払を請求する旨の

届出を行っている工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、

中間前金払は行わないものとし、当該年度については部分払を行うことができる。

２ 中間前金払の請求

(１) 中間前金払に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の２分の１(債務負担行為に
係る契約にあっては、当該会計年度の工事実施期間の２分の１)を経過し、かつ、
工程表により工期の２分の１(債務負担行為に係る契約にあっては当該会計年度の
工事実施期間の２分の１)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事
に係る作業が行われ、既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金

の２分の１(債務負担行為に係る契約にあっては、当該会計年度の出来高予定額の
２分の１)以上の額に相当するものである場合に行うものとする。

(２) 契約締結に当たり、部分払を請求する旨の届出を行っている場合には、中間前金払

の支払を請求することはできない。

３ 部分払の請求

契約締結に当たり、中間前金払を請求する旨の届出を行っている場合には、部分払(債
務負担行為に係る契約にあっては、各会計年度末における部分払を除く。)を請求する
ことはできない。

例．請負代金額が１,２００万円の公共工事にあっては、
当初に支払われる前払金額 １,２００万円×４０％＝４８０万円
中間前払金額 １,２００万円×２０％＝２４０万円
※前払金額４８０万円と中間前払金額２４０万円の合計額７２０万円が、請負代金額

の６割(７２０万円)を超えてはならない。

参 考



様式第５号(第８条関係)

中間前金払と部分払の選択に係る届出書

年 月 日

能美市長 あて

受注者 住 所

氏 名

次に掲げる工事については、中間前金払 ・ 部分払 を選択したいので、届出します。

(注) 特定建設工事共同企業体にあっては、構成員のすべてが記名のこと。

工 事 名

工 事 場 所

工 期
着工 年 月 日

完成 年 月 日

請負代金額 円


